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令和 3年度 第１回 市民参加推進会議（会議録概要） 

開催日時   令和 3年 10月 6日（水）午後 3時から 5時まで 

開催場所   白井市役所東庁舎 1階 会議室 101 

出 席 者   吉井会長、野口副会長 加藤委員（オンライン参加）、竹内委員（オンライ 

ン参加）、花山委員、嵜本委員、小川委員、佐々木委員 

欠 席 者   0名 

事 務 局   市民活動支援課 松岡課長、中原主査、高橋主事補 

傍 聴 者   1名  

議 題  （1）平成 31年度市民参加実施状況総合的評価（答申）への対応について 

      （2）令和 3年度市民参加推進会議のスケジュールについて 

      （3）市民参加の総合的評価の一部見直し（案）について 

資  料   ①令和 3年度第 1回白井市市民参加推進会議 次第 

 ②平成 31年度市民参加の実施状況に対する総合的評価（答申）への対応に 

ついて 

③令和 3年度市民参加推進会議のスケジュール 

④市民参加の総合的評価の一部見直しについて（案） 

⑤総合的評価 評価基準・水準の修正箇所一覧 

⑥市民参加の総合的評価 評価基準及び水準（修正前） 

⑦市民参加の総合的評価 評価基準及び水準（修正案） 

⑧令和 2年度市民参加実施状況調査票（案） 

⑨評価シート 修正（案） 

（会議次第） 

1．開会 

2．会長あいさつ 

3．議題 

 （1）平成31年度市民参加実施状況総合的評価（答申）への対応について 

 （2）令和 3年度市民参加推進会議のスケジュールについて 

 （3）市民参加の総合的評価の一部見直し（案）について 

4．その他 

5．閉会 

 

（会議内容） 

議題（1）平成31年度市民参加実施状況総合的評価（答申）への対応について 

○事務局 まず昨年度、総合的評価を答申という形で頂きましてありがとうございまし

た。今日、この議題については、資料１を中心に話をさせていただくのですけれども。前

の画面で、こちら小さいのですけれども、市民参加の実施に関する提言を皆様から頂きま

した。こちらのスクリーンのほうです。壁のほうに映っているものを御覧いただけたらと

思います。 

 二つ提言を頂きまして、「創意工夫ある積極的な情報発信」、それから「職員の意識改
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革と市民参加の質の向上」、こちらの提言を頂いたということです。 

 まず一つ目の「創意工夫ある積極的な情報発信」といたしましては、こちらの中にいろ

いろと書いてございますけれども、ＳＮＳの活用や事業者等の協力による情報発信、それ

から、市民参加の情報を集約したＨＰの作成というようなことを御提言として頂いており

ます。 

 まず、市民参加の情報を集約したＨＰの作成という御提言については、市のＨＰ、現在

のＨＰのトップ画面に市民参加の項目を追加し、より簡単にアクセスできる形式に、今年

度中に変更をさせていただこうと思っております。 

 具体的にはどういうことかと申し上げますと、こちら、壁に映し出しました絵柄が現在

のＨＰのトップ画面になります。こちらの左側のほうです。こちらの部分、ここに大きな

項目がありまして、ここをクリックしますと、そこから詳細の情報に入っていきます。 

 市民参加の情報がどこにどうあるのかということが分からないという御指摘をいただい

ておりましたので、まずはトップページの左側の項目の中に「市民参加」という項目を付

け加えるように改善をいたします。ここに「市民参加」というのが入りましたら、「市民

参加」というボタンをクリックすると、市民参加の情報がそこから見て取れるという形。

そういうふうな形で今年度中に改善をして、市民参加の情報が目に留まりやすいようにし

ていきたいというふうに思います。 

 続きまして、順不同になりますけれども、２番目の「職員の意識改革と市民参加の質の

向上」のガイドラインの作成というところですけれども。こちらは、市民参加の理解を深

めるための冊子を事務局のほうで作成し、職員に配布をいたします。来年の１月に作成を

するというようなことで準備を進めてまいります。 

 それから職員研修につきましては、二パターン考えて実施をいたします。 

 まず一つ目が、市民参加に関わりが深い職員を対象に実施をいたします。こちらはグル

ープワークを導入をいたしまして、市民参加の意義、条例の重要ポイントを解説するとと

もに、総合的評価と市民参加の好事例を織り交ぜながら研修を進めていくということで、

提言に出されたものを盛り込んだ研修を実施をしてまいります。 

 それから二つ目が、市民参加対象事業、この審議会で評価を頂く、そういう事業を担当

する職員向けの研修を、これは来年度になりますけれども、来年の４月に実施をいたしま

す。 

 なぜ来年かといいますと、事業の開始年度、事業の開始月というのは、新年度の４月以

降になります。事業を開始する前に、この市民参加条例の重要ポイントと総合評価の仕組

みと評価の基準・水準を解説することによって、基準・水準にのっとった事業を展開して

いくということを職員に研修を通じてしっかりと伝えていくということで、この二つの研

修を有効的に活用して、職員への市民参加のさらなる浸透を深めていきたいというふうに

思います。 

 また、好事例の情報共有、それからＳＮＳの活用や事業者等への協力についても、職員

研修会でそのような話を盛り込んだ形で対応をさせていただきたいというふうに考えてお

ります。 

○委員 ありがとうございます。今の事務局の御説明、御発言で、何かお伺いしたいこと

等はございますか。ございませんですか。 
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○委員 今、ホームページに市民参加の項目を追加するという、そこで分かりやすくする

のはいいのですが、その後の展開というのは、もうできているのでしょうか。その辺をど

んなふうに展開するかによっては、もうちょっと分かりやすくなるのというところも出て

くるので。ちょっと聞かせていただけないかと思います。 

○事務局 詳細については、今後検討をしていくのですけれども、市民参加の手法に基づ

いて、皆さん分かりやすく見ていただけるような審議会とか、あるいはアンケートとかと

いう、手法はそれぞれございますけれども、そこをクリックして、審議会に行けば、審議

会の情報がある、アンケートの情報があるというようなことで考えていこうかなというふ

うに思っておりますけれども。委員さんのほうから何かいい案がありましたら、それも加

えて検討していきたいと思います。 

○委員 一つだけ追加で言わせてほしいのは、やはり一つのルートだけだと、慣れていな

い人だと結局分からないと思うのです。だから例えば、今言われた審議会、あるいはその

アンケート、あるいは自分が見たい、例えば何らかの事業という、複数の手法に飛べるよ

うな形のものが必要だと思うので、そこはよく考えていただきたいと思います。 

○事務局 はい。考慮させていただきたいと思います。 

○委員 ガイドラインというのは、事前にか事後か、我々も頂けるというか、見させても

らえるのですか。 

○事務局 はい。完成したものは、皆さんに配布をさせていただいて、こんな形に作成し

ましたということで報告いたします。 

○委員 分かりました。それから職員研修会というのは、我々は傍聴まではできないので

すよね。できるのですか。 

○事務局 ここは、職員のざっくばらんな研修ということを考えていけば、職員だけでや

らせていただいたほうがいいかなと思いますし、この辺りは、どういう目的のところで何

を重要視していくかということで考えていきたいと思いますけれども、現在のところは職

員、あとは先生をお迎えしてというような形で考えております。 

 

議題（2）令和3年度市民参加推進会議のスケジュールについて 

○事務局 議題の２番になります。令和３年度市民参加推進会議のスケジュールについて

ということになります。こちらがお手元の資料の２番を御確認いただきたいと思います。 

 こちらの資料の２番のほうなのですけれども、今年度の推進会議をどのようなスケジュ

ールで進めていくかというような形で、事務局のほうで検討させていただいたスケジュー

ルになります。会議が、今日が第１回目、10月６日ということになるのですけれども、

ちょっとタイトに大変になるのですけれども、計６回で、昨年度と同様、進めていきたい

と考えております。 

 大まかな流れについて、御説明いたします。まず第１回、今日の会議なのですけれど

も、昨年度の答申への対応についてと、それからこのスケジュール、令和３年度の進め方

について。それから市民参加の総合的評価の一部見直しについてという、この３点につい

て、今日まず御説明をさせていただきます。 

 第２回の会議を11月上旬に開催をいたしまして、こちら評価４事業ということである

のですけども、今回、市民参加の対象事業が全部で８事業ありまして、一日で１番から８
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番の八つの事業を進めていくというのは、なかなかタイトで難しいようなところがござい

ますので、２回に評価を分けさせていただいたような形になっております。ということ

で、第２回の11月の会議では、四つの事業について、委員の皆様に評価をしていただく

というふうになっております。 

 それから、次が第３回になるのですけれども、こちらが12月ということで、内容とし

ましては、担当課ヒアリング。事業を、市民参加の担当課を呼んで、その担当者のほうに

市民参加について、どのように実施したかということをヒアリングで確認していくという

ことになっております。こちらが４事業となっておりまして、第２回の会議で評価を行っ

た４事業の担当課ヒアリングをここで実施いたします。併せて、評価４事業ということで

残りの四つの事業について、この第３回で評価をしていきたいと思っております。 

 次に、第４回が１月になっておりまして、内容としましては、こちら12月の会議で評

価をした４事業についてのまた担当課ヒアリングを入れさせていただきまして。その後、

総合的評価の確認ということで、ここで改めて全８事業の総合的評価を、皆さんで話し合

いながら確認をしていくというような内容になっております。 

 次に、第５回の会議が２月にありまして、こちら内容としましては、皆様が最終的にま

とめていく答申書の提言事項をどうしていくかということで、ここで議論をいたしまし

て、答申書の内容について検討・調整をしていただきたいと思っております。 

 最後、第６回の会議が３月にございまして、ここで答申の案を提示しまして、同じく３

月に答申書をまとめた結果を市長に答申書として提出をするというようなスケジュールを

考えております。もちろん会議の進み具合によりましては、多少前後するような可能性は

あるのですけれども、毎月の開催ということで、委員の皆様には負担をおかけするところ

もあるのですけれども、当事務局としましては、このような内容で進めていきたいと考え

ております。 

○委員 ２回目と３回目のところの資料なのですけれども、大体何日ぐらい前に我々のと

ころに送っていただける予定なのか。今回も、１週間あるかないかぐらいで、半年前のこ

とを思い出すだけで大変だったので。特に、２回目と３回目について、我々で評価すると

いうことですから、早めに送ってほしいという要望なのですけれども。 

○事務局 お答えさせていただきます。評価の資料についてなのですけれども、今日、一

部、評価の方法の見直しということで御説明させていただきまして。それがもしここで

今、今回了承をいただければ、もう委員さんに書いていただく評価シートと、それから担

当課から出てくる調査票というものは、もう事務局のほうで今作ってまとめておりまし

て、実はそちらにあるのですけれども、この後、了承いただければ、評価の変更というの

を反映させていただいたものを今日、委員の皆様にお配りさせていただこうかと思ってお

ります。全部で８事業分お配りさせていただこうと思っております。 

 

議題（3）市民参加の総合的評価の一部見直し（案）について 

○事務局 議題の３番になります。市民参加の総合的評価の一部見直し案についてという

ことで、説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、お手元の資料３番を御覧いただきたいと思います。今回、市民参加の評価の方法

を事務局のほうでも検討させていただきました結果、一部見直しをさせていただきたいと
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いうことの提案でございます。上から読ませていただきます。 

 市民参加の総合的評価は、歴代の市民参加推進会議にて評価方法や評価基準・水準を一

部見直しながら実施してきたが、令和２年度の市民参加推進会議において、現行の総合的

評価の問題点が指摘をされました。このため、指摘された問題点の解消の検討を行うとと

もに、併せて評価基準・水準を市民参加条例の内容とこれまでの市民参加推進会議での議

論を照らし合わせて整合性の再確認を行い、より適切な総合的評価を実施するために一部

見直しを図り、令和３年度の総合的評価を実施するものとするということで、検討させて

いただいたものについて、今から御説明をさせていただきたいと思います。 

 まず１番のこれまでの総合的評価と問題点ということで説明をいたします。 

 （１）番、これまでの総合的評価。これについて、どのようにやっていたのかというこ

とになりますけれども。これまでの評価というものは、こちらにありますが、「事業にお

ける市民参加の評価」、これが定量評価、点数の評価になります。それプラス、「実施し

た市民参加の評価」、同じく定量評価、これの合計点を基に、下記の評価区分に基づいて

評価をしていたところであります。評価区分になりますが、75点以上取っていれば二重

丸で「良好」。55点以上取っていれば「妥当」。30点以上で「改善を要する」。29点

以下で「不良」。このような区分に基づいて評価をしておりました。 

 （２）番、見ていただきたいと思います。「市民参加推進会議で指摘のあった総合的評

価に関する問題点」ということで、過去の評価の方法について、昨年度いろいろ御意見の

ほう頂きまして、その内容についてピックアップさせていただきました。 

 まず一番上の○○委員さんと○○委員さんから頂いた意見になります。市民参加の手法

を多く実施すれば、各々の手法の内容が不十分であっても高得点となってしまう。それか

ら下の市民参加の手法が一つだけの場合、その手法が適切に実施されていても点数が上が

らない。その手法が適切で市民の意見を十分に捉えている事業は、評価すべきではない

か。このように、手法を多く用いると、それだけ点数が上がってしまって、結果、二重丸

「良好」というのが全部ついてしまう。これが問題ではないかというようなことが指摘さ

れました。 

 それから、定量的な評価というのは一つの目安であり、むしろコメントの内容が重要で

あるということ。それから、いいところやできていないところを見つけて改善するための

情報提供をしていくことが大切ではないかと。このような点数よりも、むしろコメントの

ほうを重要視して、各課に情報提供していくことが大切ではないかというような意見が委

員さんのほうからございました。 

 １ページめくっていただきまして、併せて事務局でも問題点ということで、何点か確認

をさせていただいた部分がございます。 

 まず、問題点の一つ目としまして、条例と基準・水準の不整合ということになります。

こちらは市民参加条例に定められた事項と、この基準・水準で定められている事項を照ら

し合わせると、条例に定められていないものが基準に載っていたというようなこともあり

まして。これは、整合性をもう一度確認したほうがいいのではないかということで、問題

点として挙げさせていただきました。 

 それから、二つ目になります。市民参加実施状況調査票の情報漏れということで、委員

の皆さんに評価をしていただく際には、各課から出てきた調査票というものを確認しなが
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ら点数をつけていただくと思うのですが、点数をつける調査票に漏れているような箇所が

ございまして、委員さんが評価に困ってしまうというようなことが過去ございましたの

で、その足りない情報というのを今回、事務局でお調べして、担当課から収集をさせてい

ただいたところであります。以上、このような問題点がございました。 

○事務局 今の問題点の①で基準・水準と条例の不整合についてのお話をさせていただい

たのですけれども、市民参加推進会議では、過去にこの基準・水準をどうするかという議

論が繰り返されて、基準・水準の見直しを行ってきた経緯があります。それはなぜかと申

し上げますと、市民参加条例を見直すというようなことが話題に上がった時期がございま

す。ですが、市民参加条例を見直すということは、とても大変な作業で、それを議会への

承認も得てということになってきますので、なかなかこの任期中に条例の見直しをすると

いうところまでは難しいということになりまして。 

 案ならば、基準というのが条例に定められたものの市民参加であるというふうにうたっ

ているわけなので、この基準の中に、もう少し市民参加の質を高めた新たな基準を設ける

ことによって、条例の改正まではできないけれども、基準に位置づけることによって市民

参加の質を高めていくような形にしていきましょうという議論がありまして。条例に定め

ていないことも基準に加えるというようなことで、基準・水準などの変更がされてきまし

た。それでいても、一部不整合の箇所があるといったようなことで、再確認をさせていた

だいたということで補足させていただきます。 

○事務局 このような委員の皆様から頂いた指摘、問題点と、それから事務局のほうでも

こういった問題点があるということで、見直しをしなければならないということで検討さ

せていただいた結果、これから説明をいたします。 

 ２番の会議での指摘事項を解消する総合的評価の見直しということで、説明をさせてい

ただきます。こちらにつきましては、先ほどの市民参加の手法を多く実施すれば、それだ

け点数が上がってしまうのはおかしいのではないかということ。それから、点数よりもコ

メントの評価というものを重視すべきではないかというような意見がありましたので、そ

の意見を受けて、見直しをさせていただいた内容になります。 

 この下の表を見ていただきたいと思います。左側がこれまでの総合的評価、右側が見直

し後の総合的評価になります。まず、これまでの評価がどのようなものだったかというこ

とで説明しますと、事業における市民参加というものが、こちら30点満点で点数がござ

いました。その内容、30満点の内訳としましては、小さい丸が四つありますが、実施し

た市民参加の数、上限15点。それから、選択した市民参加の手法、これが５点。意見の

取り扱い・公開方法、これが５点。市民参加の取り組み・積極性、これが５点。計30点

満点ということで評価をしていました。 

 一番上の実施した市民参加の数（５点×実施数）ということで、上限15点ということ

になるのですけれども、まず、こちらで問題点としまして、市民参加の方法が多ければ、

それだけ評価点数が多くなるということが、ここで伺えるかと思います。そういったもの

をどうしていくかということで、右側になります。 

 見直し後の総合的評価ということで、一つにまとめるということになりますが、①市民

参加の方法というので、10点満点で一つでくくるというような形になります。このくく

るというのは、左側の実施した市民参加の数がどうだったのかということ、それから、選
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択した市民参加の手法がそれでよかったのか、その二つをセットで合計10点満点で評価

をするということになります。ですので、幾ら手法が多くても、その手法が果たして適切

だったのか、また、市民参加の数はそれでよかったのか、そういったものをセットで10

点満点中何点だったかということで評価をしていただくというような形に変更させていた

だきたいと考えております。 

 下の左側の三つ目のポチと四つ目のポチです。意見の取り扱い・公開方法、それから、

市民参加の取り組み・積極性。この二つについては、これまでは、この事業における市民

参加で評価をしていましたけれども、この二つというのは、評価基準・水準のほうでもう

分かる内容になっておりますので、これまでは二重で、ここでまた評価をしていたという

ことになりますので、実質的には、ここの二つというのは、評価基準・水準で点数をつけ

ていくときに分かるような項目になるということで、この二つにつきましては削除をさせ

ていただいて、基準・水準を見て評価をつけていただくというような形で見直しをさせて

いただきたいと思っております。これがまず、事業における市民参加、これがどうなった

のかということになります。 

 次に、２番目の実施した市民参加の評価ということになります。こちら、これまでの総

合的評価では、実施した市民参加の数、一つにつき20点満点ということで、こちらも手

法が多く取り入れていればそれだけ点数が上がってしまうので、これも直さなければいけ

ないということになるかと思います。それを今回、右側になります。 

 市民参加の手続きという項目になりますが、基準と水準、それぞれ10点満点で評価を

していただくということになります。これまでも、基準・水準で10点ずつつけていただ

くというのは、これまでと変わらないのですけれども、これまでは基準と水準の評価とい

うのを合計して、総合計20点満点でつけていたということがあるのですけれども、ここ

では基準でどうだったのかを10点満点でつけていただいて、水準でもどれだけできたか

というのを10点満点でつけていただくということで、修正をさせていただきたいと思っ

ております。 

 これ通常でいきましたら、どんどんまた同じく手法を多く取り入れていれば、それだけ

の点数が上がってしまうということになるのですけれども、そこは、最後は取り入れた手

法の数で割るということを考えております。例えば手法を三つ用いれば、最後に割る３を

しますので、最終的には、平均で何点だったかというような点数が出てきますので、この

基準・水準それぞれ10点満点というのは、絶対に超えないというような形になっており

ます。これで、どんどん手法が多くなるにつれて、点数が上がっていってしまうというよ

うな問題点は、これで解消をされるというような形になっております。 

 最後、総合評価をどのように出していくかということになりますが、今までは１番の事

業における市民参加と、２番の実施した市民参加の評価、これの合計点数で、下の区分に

基づいて評価をしておりました。75点以上であれば「良好」、55点以上で「妥当」、

30点以上で「改善を要する」、29点以下で「不良」ということで、こちら今度、上限な

く今度上がっていったというような形になるのですが、見直し後につきましては、この右

側の①番、市民参加の方法、それから②番の基準、そして③番目の水準、これもそれぞれ

10点満点でつけていただいて、合計30点満点で総合評価の点数を出していくというよう

な形になります。 
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 区分につきましては、20点以上であれば「良好」、14点～19点であれば「妥当」、

10点～13点であれば「要改善」、９点以下の場合は「不良」ということで、こちらの見

直し後につきましては、しっかり30点満点という上限がありますので、どんどん点数が

上がっていくということは解消されるというような内容になっております。 

 一回、ここで説明のほうを終了させていただきます。一個一個確認しながら進めてまい

りたいと思いますので、御不明な点等ありましたら、御質問いただければと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

○事務局 今回の見直しの最大のポイントは、市民参加の手法を用いれば点数が高くなる

というところを、しっかりと改善するということです。ですので、すごく見直しをされて

いるというような感覚をお感じになる方がいらっしゃるかもしれませんが、基本的には、

そこを解消するということをなるべく簡潔にやっていこうということでございます。以上

です。 

○委員 質問等ではないのですけれども、個人的には、事務局の見直し案のほうは、個人

的にはやっぱりいいなというのは個人的な感想としてありまして。以前だと、どうしても

手法の数で点数が上がってしまうだとか、その辺、委員の皆さんにも疑問が持たれていた

というところは強かったと思います。僕自身も少しそれは思っていましたし、また僕自

身、やっぱり今回の、後から多分、評価シートの説明もあると思いますけれども、市民参

加の方法でコメント欄を新しくできていて、そこら辺、委員の皆さんで事前にコメントを

出して、そこで議論はよりやっていくことによって、やっぱり事業課に対して、いろいろ

な改善点なり、良かった点も含めて、いろいろと出すことができるのかなと思います。こ

ういった形のほうがいいのかなと、個人的には思ってはいます。以上です。 

○委員 ありがとうございました。 

○委員 事務局のほうで提案してくださったアイデア、とてもいいと思っていますし、○

○委員も今おっしゃられたように、数多くやっていれば点数が良くなってしまっていたの

ですけれども、今回、市民参加の質の部分をしっかり、数ではなくて、評価できるという

ことになりましたので、いいと思いました。 

 たしか去年、私が発言したかと思うのですけれども、職員の方にどういう市民参加が良

かったのか、悪かったのかと具体的なコメントを伝えていくということが大切だと思うの

で、そういうところも可能になって、いいかなと思いました。以上です。 

○委員 ありがとうございます。まだ、お話の途中なのでしょうけれども、楽しみといっ

たら楽しみな、トライしてみたいなという気が起きています。この辺の一部見直しについ

ての御説明は、まだこの後続きますよね。 

○事務局 はい。  

○委員 お願いいたします。 

○事務局 今のところで、皆さんのほうから、考え方として妥当ではないかというような

ことで、次は、そこを基本にした少し具体的な話になってきますので、ここでイメージが

なかなか湧きづらいといった委員さんがいらっしゃれば、それは質問というか、問いとし

て出していただけたらと思うのですけれども。よろしいでしょうか。 

○委員 いかがですか、今の話。取りあえず先に行きましょうか。お願いします。 

○事務局 ありがとうございます。そうしましたら、先ほどの資料３番のほうに戻ってい
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ただきまして、次に資料３の３ページになりますので、こちら３ページのほうを御覧くだ

さい。 

 こちら、（２）番で見直し後の総合的評価の実際ということで、私から今お話しさせて

いただいたことを細かく見ていくと、内容がどのようになっているのかというようなこと

について、説明をさせていただきたいと思います。 

 まず一番上の評価の大項目ということにつきましてですが、先ほど御説明させていただ

きましたとおり、大項目が三つありまして、①番が、市民参加の方法がどうだったのかと

いうこと。それから②番で、条例が求める基準をどれぐらい達成できたのかということ。

それから③番で、この推進会議が求める望ましい水準にどれだけ達していたかというのを

評価の項目としまして、その三つに基づいて、最終的に総合評価をつけていくというよう

な形になっております。 

 まず、評価の視点というものについて、お話しさせていただきます。 

 まず、①番の市民参加の方法から説明をさせていただきたいと思います。まず、評価の

視点になるのですけれども、こちらは、市民参加の方法が事業内容に合わせて適切な方法

により行われているかということをここで評価をしていきます。例えばこの事業であれ

ば、本当はパブリックコメントではなくて、アンケートを取ったほうが適切だったのでは

ないかですとか、意見交換会を開くべきだったんじゃないかとか、そういった内容を市民

参加の方法が適切に選択して行われていたかということについて、この項目で評価をして

いきます。 

 評価の方法につきましては、市民参加の方法が事業内容に合わせて適切に行われている

かということを下の評価区分に従って点数をつけていくということ。それから、併せてコ

メントも非常に重要になりますので、コメントというものを記載をするというような形に

なります。 

 実際の委員の評価区分になりますが、こちらは９点～10点の場合は「適切」。７点～

８点の場合は「概ね適切」。５点～６点の場合は「やや不適切」。４点以下の場合は「不

適切」といった区分で分けさせていただいております。 

 推進会議全体としての評価区分についてなのですが、こちらは推進会議において、委員

それぞれの視点・感覚を反映させた客観的な定量評価、こちらは点数による評価になりま

す。点数による評価と評価した理由、こちらコメントになります。このコメントが定性評

価になりますので、これらを全体で推進会議として議論をしまして、最終的に調整を行っ

て、全委員の評価点数の平均点、こちらは小数点第１位以下については切り捨てになりま

すけれども、こちら平均点を算出して、最終的な総合的評価を行っていくというような形

になっております。 

 点数の区分につきましては、委員の評価区分と同じになります。９点、10点が「適

切」、７点、８点が「概ね適切」といったような形で、委員の評価区分と推進会議の区分

というのは統一させていただいております。 

 次に、市民参加の手続きになりまして、まず条例が求める基準をどれぐらい達成できて

いたかというようなことになります。こちらの評価の視点につきましては、条例が求める

基準に基づき市民参加の手続が行われていたかということについて、評価をしていきま

す。 
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 評価の方法につきましては、市民参加の方法ごとに評価調書と照らし合わせて、基準に

掲げている事項の実施割合を確認の上、評価区分に従い点数化し、その合計点を市民参加

の方法の数で割って評価をしていくということになります。こちらも、少数点第１位以下

は切り捨てとなります。 

 評価区分につきましては、こちらは全体的にどれぐらいできたかという、条例が求める

基準について、どれぐらいの割合でできていたかということを点数化していきますので、

９割以上これはできているということになりましたら、９点。全部できていれば10点と

いったような形。７～８割ぐらいできていると思えば、７点～８点。５～６割実施できて

いれば、５点、６点。４割もできていないというふうになれば、０点から４点と。割合に

対して、点数を10点満点でつけていくというような形になります。 

 次に、③番の市民参加推進会議の評価区分についても、こちらも委員さんの評価区分と

同様になっております。 

 次に、③番の市民参加推進会議が求める望ましい水準ということで、こちらの評価の視

点につきましては、市民参加推進会議が求める望ましい水準に基づき、積極的に市民参加

が行われているかということについて評価をしていきます。 

 評価の方法につきましては、こちらは評価調書と照らし合わせて、水準に書かれている

事柄の実施割合を確認の上、下記の評価区分に従い点数化し、その合計点を市民参加の方

法の数で割って評価をしていくということで、条例が求める基準と同様の点数のつけ方に

なっております。 

 こちらにつきましては、下の委員の評価区分のほうを見ていただきますと、条例が求め

る基準のほうとは割合が異なっておりまして、こちらの望ましい水準というのは、条例が

求める基準というのは、もう市民参加条例で求めておりますので、これはやって当然とい

うような考え方になると思うのですけども。こちらの望ましい水準というのは、プラスの

要素になっていきますので、できていれば、それだけどんどん上がっていくというような

プラスの視点ということになりますので、こちら見ていただきますと、７割以上実施でき

ていれば「とても積極的」ということで、７点から10点を入れていただくということ。

５～６割できていれば「積極的」ということで、５点、６点を入れていただく。２割～４

割実施していれば「やや積極的」ということで、２点～４点を入れていただく。０～１割

の実施であれば「普通」ということで、０点か１点を入れていただくということになりま

す。 

 推進会議の評価区分につきましても、委員の評価区分と同様の割合になっております。

この三つの評価の大項目を総合的に見て、最終的な総合評価をつけていくということにな

ります。 

 総合評価の評価方法につきましては、この評価の大項目、「市民参加の方法」、「市民

参加の手続き」、「基準・水準」です。この３項目のそれぞれの評価点数を合計しまし

て、評価区分に従い総合的に評価するとなっています。委員の評価区分としましては、

30点満点になりまして、20点以上であれば「良好」。14点～19点であれば「妥当」。

10点～13年であれば「要改善」。９点以下であれば「不良」といった形で、委員さんの

評価区分として提出をしていただきます。 

 最後、推進会議の評価区分も、最後ですね、先ほど説明しました委員さんから出てきた
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ものを最後、手法数で割って、全体の平均の点数を出して総合評価をつけていくというこ

とになりますので、こちらも最後、30点満点の区分で評価をしていただくというような

形になっております。この表の説明については、以上になります。 

○事務局 ちょっと補足をさせていただけたらと思います。総合評価の得点、二重丸が

「良好」で、20点～30点、この点数分けというところを委員の皆様のほうで気にかかる

というふうに思います。ここの考え方なのですけども、20点で「良好」という判断は、

大変甘い評価ではないかというふうに思われた方もいらっしゃるかもしれません。こちら

は、市民参加の方法を基準10点満点、水準10点満点ということに今、定めておりますけ

ども、水準は加点ポイントということになってまいりますので、仮にこの水準であまり積

極的な市民参加がされなかったといった場合、これは０点とか１点とかになってくると思

います。 

 その中で、市民参加の方法、それから基準、こちらがほぼ、もうよくできているという

ことになりますと、９点～10点入ってきます。ですので、こちらが両方とも満点だった

場合には20点というふうになってまいりますので、市民参加の方法が非常に適切であっ

た、条例の求める基準についても良好であったということであれば、これで20点になっ

てきますので、そこで良好の一番点数の低い下限ということで、20点から「良好」とい

うふうに判断をさせていただくということでございます。補足は以上になります。 

○委員 ありがとうございます。今の御説明で何か御質問等、分かりにくいことがあれ

ば、各委員の方々、御意見いかがですか。大丈夫ですか。○○委員、いかがですか。特に

ございませんか、御意見など。○○委員、いかがですか。 

○委員 今の説明といいますか、点数の配分の確認なのですけれども、要するに、あくま

でも水準は加点ということで、そういった意味合いから、さっきの仮に市民参加のほうの

基準で満点取れば、一応「良好」だというような形で、さっき事務局の説明も補足説明も

ありましたけれども、そういった意味合いだと20～30ということなったということなの

ですか。説明について。 

○事務局 そういったような意味合いで「良好」の20点という、一番点数としては低い

ものを良好とする判断の考え方ということで。市民参加の手法と基準が「良好」である、

適切であったという場合には、ぎりぎり「良好」になるという形で判断をさせていただき

ますと。 

○委員 そこら辺、確認をしたかったので。ありがとうございます。 

○委員 ありがとうございました。それでは、特に御質問等々なければ、先に行きます。

お願いします。 

○委員 すみません、今の点数の件なのですけれども、皆さん、大丈夫そうですかね。例

えば、この条例が求める基準に適していて、市民参加の方法というのが満たされていて、

20点であれば「良好」というふうに言っていいのだというところは、市民の皆さん、委

員の皆さん、納得されているという感じですか。実際に評価するときに、これで「良好」

でいいのかなという議論がまた出てきてしまう可能性もあるかなと思ったので、確認とし

て今コメントさせていただきました。大丈夫そうですかね。 

○委員 ありがとうございます。そこのところ、何か重ねて御説明お願いします。 

 というのは、今の確かにおっしゃるとおりで、市民参加の方法を９点～10点、基準９
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点～10点、水準７点～10点、これで一番低いところを足すと、確かに二九、十八の

25。この基準でそのままストレートに右に移せば、25～30が良好じゃないでしょうか

というお考えもあるという。その辺、事務局御説明されたのですけれども、そういうこと

で特に重ねて御説明はございませんか。よろしいですか。 

○委員 もし大丈夫であれば問題ないと思いますので、このまま進めていただけたらと思

います。私個人的には、特にこれで20点～30点で問題ないと思いますので。お願いしま

す。 

○委員 ありがとうございます。委員さんのほうで、そういう仕組みということは御理解

いただけると思いますので。では、続けてお願いします。 

○事務局 説明続けさせていただきます。 

 次に（３）番の答申における総合的評価の記載ということになりまして、今回の点数の

つけ方の見直しをしたことによりまして、答申の記載方法が変わってくるということにな

ります。 

 これまでの記載なのですけれども、左から順に、まず事業名が入りまして、担当課が入

りまして、評価ですね。先ほどの75点以上であれば「良好」とか、その区分に従って、

ここに二重丸、丸、三角、バツというもののいずれかが入ってきまして。この右に、分

母・分子で、何点分の何点というような形で記載をさせていただいておりました。 

 なのですけれども、これまでの記載ですと、この二重丸とか丸という表記ですとか、あ

とは、分母分の分子という書き方が、初めて答申書を御覧になる方からは、ちょっと分か

りづらいかなというふうに事務局のほうでも感じまして、ちょっと記載のほうを見直しさ

せていただきたいと思いまして、この一番下にありますものが、見直し後の記載になりま

す。左から順に、まず事業名が来まして、担当課名が来ます。これは一緒になります。こ

こから、先ほどの上の表にありますこの三つの大項目が、そのままこの答申の記載に入っ

てくるというような形になっておりまして。まず市民参加の方法が適切だったのかどうか

というのが、この「適切」、「概ね適切」、「やや不適切」、「不適切」、この四つのど

れかがこちらに入ってまいります。 

 次に、市民参加の手続きで、条例が求める基準でどうだったのか。「良好」、「妥

当」、「要改善」、「不良」という、この四つのいずれかが入ってまいります。 

 その次に、市民参加推進会議が求める望ましい水準について、どうだったのかというこ

とが、「とても積極的」、「積極的」、「やや積極的」、「普通」。この４段階のいずれ

かがこちらに入ってきまして、この三つを合計しまして、総合評価はどうだったのかとい

うことが、「良好」、「妥当」、「要改善」、「不良」といった形で記載をされるという

ような形になっております。 

 以前の記載ですと、この市民参加条例が求める基準をどれぐらいクリアしていたのかと

いうことですとか、あとは、その選んだ手法がどうだったのかということが、この分母分

の分子というだけではちょっと分からないというようなこともありまして。この下の記載

ですと、どこが良かったのか、逆にどこが弱かったのかということが、この答申書を見れ

ば一目で分かるというような内容になっておりますので、こういった形で見直しのほうを

させていただきたいと思い、記載をさせていただいたところでございます。以上になりま

す。 
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○委員 ありがとうございます。特に御質問ございませんか。この段階で。 

 では、なければお願いします。 

○事務局 では、進めさせていただきます。 

 次に、ページめくっていただきまして、資料３の４ページになります。 

 今度は３番としまして、事務局にて確認した問題点を解消する総合的評価の一部見直し

ということになります。まず上から順に行きたいと思います。 

 まず（１）番の基準・水準の一部見直しということになります。先ほども説明させてい

ただきましたが、この評価基準・水準を市民参加条例の内容と、これまでの市民参加推進

会議の議論を照らし合わせまして、整合性をもう一度再確認をさせていただきまして、同

義、重複、類似の基準・水準の整理ですとか、分かりやすい表記に事務局のほうで修正を

させていただいたというような内容になっております。 

 まず、こちらの基準・水準の一部見直しについてです。具体的に資料を用いて説明をし

ていきたいと思います。資料のほうが、資料４、５、６というものになります。全部で三

つですね。４、５、６ということでお出しいただいてよろしいでしょうか。 

 まず、資料の５番、６番のほうから先に説明をさせていただきたいと思います。資料の

５番というものが、これまで委員の皆様に評価をつけていただく際に、参照していただい

た評価基準がこちらになっております。資料６のほうが、今度事務局のほうで見直しをさ

せていただいた後の修正案ということになっております。この資料５、６の見方を簡単に

説明させていただきたいと思います。 

 まず、資料５のほうです。赤字で書かれた箇所があるかと思います。例えば、一番表の

ページでいきますと、⑨番「傍聴は可能か。」というものが赤になっているのですけれど

も、こういった赤い文字になっている箇所というのが、修正を加えさせていただいた箇所

になります。 

 今度は、ピンク色のマーカーをしている箇所が何点かあるかと思うのですけれども、こ

ちらにつきましては、市民参加条例で規定をされている項目になります。例えば、一番上

の①番、審議会の設置の趣旨や審議内容に応じた公募人数となっているかというものは、

この第11条のほうに規定がありますよというような見方になります。逆に、水色のマー

カーなのですけれども、こちらは条例に規定がない箇所になります。 

 緑色の「客」、お客さんの丸客という文字が振ってあるところがあるかと思います。例

えば、一番表の③番、委員の属性に偏りが生じないよう選考の基準を設け、公開している

か。こういったものにつきましては、公開されていれば「丸」ということになりますの

で、比較的、客観的に評価が可能な項目ということで、こちら参考になるのですが、

「客」ということで分かりやすく入れさせていただきました。 

 あと、各条文の中に、最後にお尻に括弧書きで、例えば審議会の（審１－３）ですと

か、そういった（審、何－何）というような表記があるのですけれども。こちらについて

は、後で説明するのですが、資料７番のどこに書いてあるかということの説明書きになり

ます。 

○事務局 資料がたくさんあるものですから、画面で今どの辺りを説明しているかという

ことを、このポイントで合わせながら説明させていただきますので、どちらか説明を聞き

やすいほうを、壁の映し出したので見たほうが分かりやすければ、そちらのほうもぜひ御



- 14 - 

 

覧いただきながら、説明をお聞きいただけたらと思います。 

○事務局 先ほどの説明で、この各項目の一番後ろに書かれている審議会の審１－３、審

議会の審２－２といったものが、資料の７番の担当課から提出されます調査票のどこを見

ればいいのかということが、この各項目につけさせていただいております。 

○委員 今の、審の例えば１－３といったら、どこを見たらいいのですか。資料７のそれ

はどこを指しているのですか。そこが分からない。 

○事務局 例えば、資料７をお出しいただきたいと思いますが。 

○事務局 今、画面でも出しています。 

○事務局 例えば修正前の審議会の①番ですね。審議会の設置の趣旨や審議内容に応じた

公募人数となっているか。こちらが（審１－３）ということになっております。資料の７

でいきますと、４ページになります。１番、会議の概要というものの中に、１－３委員構

成というような項目があるかと思います。この審議会の設置の趣旨や審議内容に応じた公

募人数というのをしっかり確保しているかというものが、この１－３の委員構成というと

ころを見れば、人数が載っているというような形になりますので、それが各項目、何の何

番というのが載っておりまして、調査票のどこを確認すればこの項目が分かるのかという

ような内容が、この資料５の一番お尻に、それぞれ番号を振ってあるような形になってお

ります。資料５のほうは修正前になりますので、実際に評価をする際に見ていただきたい

のは、修正案のほうの審議会１－３、２－２といった内容になりますので、そこはまた後

で評価をする際に説明をさせていただきたいと思います。 

 資料５、６の見方といたしましては、基本的には赤字で書かれたところが修正を加えた

箇所になります。ピンク色にマーカーをしたところが条例に規定がある箇所になりまし

て、水色でマーカーをしたところが条例に規定がないものになりまして、緑色の「客観

的」の「客」という文字が入っている場所につきましては、客観的に評価が可能であると

いうような項目になりますので、そういったことで分かりやすく、参照ということで色分

けをしてつけさせていただいたところでございます。 

 今、資料５のほうを説明させていただいたのですが、資料６のほうですね。こちらが今

回、事務局のほうで見直しをさせていただいた修正案になります。こちらの見方について

は、資料５と同じような形になるのですけれども、１個だけこの黄色のマーカーで調査票

新規項目というような部分があるかと思います。例えばこの１番、資料６の１ページでい

きますと、審議会の⑨番、検討に必要な資料を公開しているか。これが、審議会の６－２

というところに載っております。 

 以前までは、この検討に必要な資料を公開しているかというようなものが、調査票のど

こを見ても載っていないというようなことになっておりました。これでは委員さんが評価

をつけるときに、調査票のどこに載っているのかということが分からず、点数のつけよう

がないというようなことになりますので、それはちょっとまずいということで、事務局の

ほうで今回、黄色でマーカーをした箇所につきましては、調査票のほうに追加をしまし

て、担当課から既に情報のほうは収集をさせていただいたところになります。 

 資料５、６だけを見ますと、どこがどう変わったかというものがちょっと分かりづらい

と思われるかと思いますので、併せて資料４というものを開いていただきたいと思いま

す。こちらの資料４が、今回の評価基準・水準の修正箇所一覧ということで、こちらにど
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こがどう変わったのかということが、番号つきで一覧にしたものになりますので、確認す

る際には、この資料４、５、６をセットにしながら見比べていただくというような見方に

なるかと思います。 

 １例だけ、見方について御説明いたします。例えば、審議会の基準の修正前番号９番と

いうものがあります。これが、資料５番の一番表になります。資料５の一番表の９番、赤

で書きました９番、「傍聴は可能か」というものになります。これがどうなったのかとい

うと、基準の７番に「吸収」と書いてあります。基準の７番を見ますと、「会議は公開さ

れているか。非公開の場合、理由は適当か」というふうな内容が書いてあります。今回、

基準７番に、吸収をした理由としましては、傍聴が可能ということと、会議が公開されて

いるということは、すなわちイコールになりますので、これは同じ意味ということで、わ

ざわざここに、９番で「傍聴は可能か」というふうに小出しで入れる必要はないというふ

うに、事務局のほうで判断をさせていただきましたので、今回、７番のほうに吸収をさせ

ていただいたというような形になっております。 

 そういった見直しのどこがどう移ったのかというものが、この資料４番を見ると、どこ

がどう移ったかというのが番号つきで書いてありますので、確認する際には、この資料

４、５、６番をセットで確認していただきたいというようなお願いになります。 

○事務局 この変更の一旦御紹介をさせていただいたのですけれども、事務局のほうで

は、この修正点の中に、削除だとか吸収だとか、いろいろな表現がございます。事務局で

は、過去の市民参加推進会議でどういう議論をされたかということを議事録等を踏まえて

確認をしておりますので、やみくもにこの基準・水準をなくしていくというような、そう

いう考え方ではなくて、より分かりやすく皆さんに、評価をする際に御負担をかけないよ

うに文言を修正させていただいたり、だぶっているものは吸収させていただいたり、ある

いは、どの帳票に書いてあるかということを明示させていただいたりとかいうようなとこ

ろで修正をさせていただいたというところになります。 

 一つ一つの修正点の説明というのは、時間の関係もありますので省略をさせていただき

たいと思うのですけれども、何か御不明なところだとか、あるいは、事前に御覧になって

いただいた中で、ここはどういうことなのかということでの御質問などありましたら、お

受けしたいと思いますけれども。 

○委員 非常に一生懸命いろいろ修正されていたので、とやかく言うのはあれなのです

が。いわゆる審議会、アンケート、パブリックコメント、ワークショップっていろいろあ

ると思うのですけれども、やっぱりキーになっていることが一つずつみんなあるのですよ

ね。 

 キーになっているところが何を言っているか、審議会、これは公募した人数がちゃんと

集まっていますかというのが一番大きくて、集めるために、会議何回やりましたとか、そ

の他のことですよね。 

 もう一つ、アンケートについて言うと、アンケートについて言えば、回収率がどうだっ

たのですかというのが一番キーになっていると。それはほか、同じなのですよね。例えば

意見交換会も、どのような規模で、どのくらいやりましたかとかいうのがキーになってい

るのです。 

 パブリックコメントは、期間どのくらい募集してますかとかいうことではなくて、これ
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だけではないのですよ。どのくらいパブリックコメントを実施した、結果があったのです

かということはないのですよね。あえて、それは出さない。方法が良ければ、点数が上が

ることなのか。だから期間が２週間以上募集してましたというのだと、10点であって、

結果がゼロでも10点になるのかといったら、ならないと。ということが、このパブリッ

クコメントだけ、その情報がキーになることがないような気がしたものですから。それ

は、この文書は別として、自分たちがそういう姿勢でコメントを書けばいいのかもしれな

いのだけれども、それがちょっと一つだけ疑問に思った点です。 

○事務局 パブリックコメントは、どの期の委員の皆さんからもいろいろな御意見を頂い

ております。条例の中では、パブリックコメントは、１週間は必ず実施するということに

なっているのですけれども、１週間で意見が十分出るかという中で、水準の中に「３週間

程度が望ましい」ということにも加えられています。 

 パブリックコメントに対する意見の提出された数、あるいは人数については、これは議

論が様々ございまして。そのパブリックコメントに意見を出された人の数が少なければ、

パブリックコメントは意味がなかったというような御意見と、パブリックコメントで意見

が出なかったということは、それは、その内容について、いいのであろうというようなこ

とで意見を出さなかったというような意見と、様々ございます。 

 ですので、市民参加推進会議において、このパブリックコメントの議論というのは、ま

たこの一つ一つの事業評価の中で意見を出し合いながら、場合によっては、市民参加推進

会議が求める望ましい水準の中に、何か次年度から付け加えようというところは、それは

委員さんの皆さんの御総意の中で決まっていくことだと思いますので。現在のところは、

パブリックコメントについての基準・水準は、この修正案のとおりということになってお

ります。 

○委員 ありがとうございます。 

○事務局 あと、今、基準・水準の見直しということで説明をさせていただいたのです

が、資料３の一番最後の（１）番の基準・水準の一部見直しというところについて、今説

明をさせていただいたかと思います。最後、（２）番の市民参加実施状況調査票と評価シ

ートの一部見直しという説明が残っております。そちらも、続けて説明させていただいて

よろしいですか。 

○委員 お願いします。 

○事務局 では、（２）番です。市民参加実施状況調査票・評価シートの一部見直しとい

うことで説明をさせていただきたいと思います。資料につきましては、７番です。資料７

番、令和２年度市民参加実施状況調査票（案）というものと、あとＡ３判になりますが、

資料８番の評価シート、こちらの２枚につきまして説明をさせていただきます。 

 では、まず資料の７番のほうです。令和２年度市民参加実施状況調査票（案）というこ

とで、今回、事務局のほうで一部修正をさせていただいております。 

 修正の理由といたしましては、先ほども説明したかと思いますが、委員さんが、担当課

から出されたこの調査票に基づいて点数をつけていかれるかと思うのですけれども、その

際に、この調査票では分からない項目というのが過去ございまして。いわば、本当は担当

課から収集をしなければいけなかった情報というのが、事務局のほうでこの調査票から漏

れているがために、収集が漏れてしまったというようなことがございまして。これでは委
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員さんが、この調査票を見て点数をつけることができなくなってしまうということになり

ますので、今回、資料７番の調査票の中身について、一部追加をさせていただいたという

ような見直しになります。 

 見直しの箇所になるのですけれども、例えば、これ右上にページ数が振ってあるのです

が、７ページを御覧いただきたいと思います。 

 こちら審議会の調査票になりまして、ここの６－２番、会議資料の公開というものがあ

りまして、こちらが審議会終了後、会議資料は公開しているのか、していないのかという

ことが、これまでの調査票では載っていなかった項目になりますので、今回、事務局で新

しく追加をさせていただいて、担当課からその情報というのは収集をさせていただいたと

ころになります。ですので、この太枠で囲われている箇所というのが、今回の調査票の追

加箇所ということになっております。 

 この追加箇所というのが、先ほど御説明させていただいた資料６番の評価基準・水準で

黄色でマーカーをしたところ。調査票の新規項目というところと、資料７番の太枠で囲っ

た新規の項目というのは、対比しているような形になっております。今回、足りない情報

について追加をさせていただいて、情報を収集させていただいたというところが、この資

料７番の調査票の見直しということになります。 

 続けて、資料の８番になります。こちらお開きいただきまして、こちらが委員さんに評

価の点数をつけていただく際に記入していただくフォーマットが、この評価シートという

ものになっております。裏表あるのですが、この表の資料８番と印字されているほうを先

に見ていただきたいと思います。左側が修正前、右側が修正後のフォーマットとなってお

ります。 

 修正前のほうにつきましては、一番下の欄になります事業における市民参加の評価とい

うことで、点数のつけ方について、先ほど説明をさせていただきましたけれども、その内

容をこの評価シートのほうにも同じく反映をさせていただいたというような見直しになっ

ております。 

 例えば、事業における市民参加の評価の評価項目がここ四つありまして、合計30点満

点で記載をして点数を出していくということになっていたのですけれども、右側の修正案

のほうでは、これらの欄を一つにまとめまして、市民参加の方法の評価ということでこち

らを一つにまとめて、市民参加の数が適切だったのかということと、選択した市民参加の

方法も適切だったのかということについて、こちら10点満点で点数をつけていただくと

いうようなフォーマットに変更をさせていただきました。 

 評価区分につきましては、右側のページの吹き出しで出ている部分になります。先ほど

も説明させていただきましたが、９点～10点であれば「適切」、７点～８点であれば

「概ね適切」、５点～６点であれば「やや不適切」、４点以下であれば「不適切」、これ

を10点満点でチェックをしていただくような形になっております。 

 一番下にコメントという欄を今回追加させていただきました。こちらに市民参加の方法

が、これで良かったのか、また数は適切だったのか、方法は適切だったのかということを

評価した、点数10点満点でつけていただいた理由について、このコメント欄に残してい

ただくというような形になっております。こちらの表面のほうが、市民参加の方法がどう

だったのかということの評価シートの見直しになりまして、今度、裏面を見ていただきた
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いと思います。 

 こちらが、先ほどの２番の条例基準、３番の望ましい水準という大項目があったかと思

うのですけれども、そちらについて、どうだったのかということを評価していくようなフ

ォーマットになっております。こちらも左側が修正前ということで、右側が修正案という

ことになっております。 

 変更点といたしましては、左側の修正前を見ていただきたいのですけれども、これまで

は評価項目、１、２、３、４、５という５項目がありまして、項目ごとに２点ずつ評価を

入れていただいたというような形になっておりました。条例基準で、例えば公務員の数、

全体に占める割合がどうだったのかを２点満点でつけていただく。これを１番から５番ま

でこうやってつけていただいて、条例基準でどうだったかというのが10点満点で出てく

るということになりました。同じく、望ましい水準についても、各項目２点ずつ入れてい

ただいて、最終的に望ましい水準で10点満点で出てきまして、その条例基準と望ましい

水準で出てきた点数を最後合計して20点満点で出していくというような形になっており

ました。 

 それを今回、右側の修正案ということで、１番から５番の評価項目で、全体について総

合的にどれぐらい実施できていたかというような割合をそのまま点数として、10点満点

でつけていただくというような形に見直しをさせていただきました。条例基準で10点満

点ということで、条例に掲げる基準がこの１番から５番の項目について、どれだけできて

いたかということをこの点数の欄に10点満点で入れていただくということになります。

同じく、望ましい水準についても、こちらも10点満点で評価を入れていただきまして、

条例で10点中何点、望ましい水準で10点中何点というのが、それぞれ出てくるというよ

うなフォーマットになっております。 

 あと、今度は、一番下のコメントの欄になるのですけれども、以前はコメント欄が一つ

にまとまっていたのですけれども、委員さんから頂いた意見で、点数も大事ですけれど

も、コメントを残していくことが重要だというような意見がございましたので、条例基準

でのコメント、条例基準にどれぐらい達していたかというようなことについてコメントを

残していただいて、同じく望ましい水準で見たときに、どれぐらい達成できていたかとい

うのをここに評価理由をコメントとして、それぞれ残していただくというような形に修正

をさせていただいたところになります。 

 以上が、早足でしたけれども、評価シートの見方についての説明とさせていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

○事務局 御質問ございましたら、かみ砕いて説明させていただきたいと思います。 

○委員 これ、実際に取り組んでみないと、なかなか。皆さんもそうだと思うのですけれ

ども、お話承るだけでは、正直な話、何となくは理解できた気持ちになっていますけれど

も、やってみたいですよね。 

 特に、皆さん、なければ進みますけど、よろしいですか。○○委員、何か雰囲気的に。

大丈夫ですか。 

○委員 すごく評価シートのコメント欄も出ていて、こっちのほうがいいですし、おっし

ゃるとおり、やってみないと感覚を思い出さないとというのが。去年のをいろいろと思い

出さないといけないなと思っています。 
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○委員 ありがとうございます。 

○事務局 評価に当たりましては、どの評価シートを見ていただければいいかということ

を今回、修正案の資料６のこの基準・水準の中に全て入れさせていただきましたので、こ

こがない状態で、昨年評価いただいた際には、本当にどこをどう見ていいのかということ

が手探りで、毎度毎度、探し出すのが大変だったというふうに思います。 

 今年度の評価については、この修正案、資料のほうをそれぞれの基準・水準の中にある

括弧書きの（審１－３）とか番号が書いてある、ここが帳票を見ていただく際の目印とな

る場所になりますので、こちらのほうを十分に御活用いただければ、御負担はなるべくか

からないようになっているのかなというふうに思っております。 

 


